
                                                                                                                                               

 

 

 

県では、優れた介護サービスを提供し、利用者の要介護度改善や自立支援に

成果をあげた介護事業所を評価・表彰することにより、県内事業所に介護予防

や自立支援に対する意識啓発や取組促進につなげることを目的として、「介護

予防･自立支援に資する事業所表彰事業」を実施します。 

 

○事業内容 

創意工夫により利用者の要介護度改善や自立支援の取組を行い、要介護度の

改善に成果をあげた事業所を総合的に評価し、上位の評価を得た事業所に交付

金を交付します。併せて、評価の高い上位２事業所については知事表彰を行い

ます。 

              

 

交付額：上限５０万円（１事業所当り）  

 

○対象事業所（県内事業所に限る。介護予防は除く） 

 ・通所介護事業所 

 ・通所リハビリテーション事業所 

 ・認知症対応型通所介護事業所 

 ・小規模多機能型居宅介護事業所 

 

○応募手続  ※詳細は「募集要項」（県ホームページ掲載）をご確認ください 

 ・申 請 書：長崎県のホームページより様式をダウンロードしてください 

       （長崎県＞組織でさがす＞長寿社会課＞介護予防・生活支援＞介護予防・自立支援推進事業）    

         ※過去の表彰事業所の情報もホームページで確認できます 

 

 ・提出期限：令和３年１２月１５日（水）１７時（必着） 

 ・提出方法：郵送又は持参（正本１部・副本１部） 

 ・提 出 先：長崎県長寿社会課 地域包括ケア推進班  

 

令和３年度「介護予防・自立支援に資する表彰事業所」 
募集のお知らせ 

【お問い合わせ・申請書提出先】 

長崎県長寿社会課 地域包括ケア推進班 前田 

〒850-8570 長崎市尾上町３－１ 

TEL：095-895-2434  FAX:095-895-2576 
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